
2026 年 4 月 22 日 

各事業所 

総務人事幹部社員各位 

健康管理担当幹部社員各位 

富士通健康保険組合 

 

配偶者健診の受診勧奨について（依頼） 

 

     先般、「2026 年度 保健事業の制度内容について」（2026 年 3 月 23 日付連絡）でも通知しておりますが、 

配偶者健診の受診率向上を重点施策の１つとしています。 

配偶者健診を“変わらぬ習慣”として受診いただくよう、以下対象の方へメールを配信いたしますので、ご承知願います。   

併せて、各事業所の人事・健康管理担当者にも安全衛生委員会等にて受診勧奨を呼びかけていただきたく、 

ご協力願います。 

 

記 

 

配偶者を扶養されている社員へのメール 

 

(1) 配  信  日 : 2026 年 4 月 22 日 (水) 

 

（2）対 象 者 : 今年度当健保が実施する配偶者健診の対象配偶者を扶養している社員 

 

(3) 依 頼 方 法： 対象者の会社メールアドレス宛に配信 

              ※会社のメールアドレスを所有していない社員又は、ものづくりの現場等、メールの閲覧に制約の

ある部門の方へは、（4)原稿の配信内容を参考に周知願います。 

 

(4) 原     稿 : 【早めの予約が安心！】2026年度配偶者健診のお願い  

 

         

以  上 

 

担 当 :  鎮  目 

Email ：kenpo-healthcare@cs.jp.fujitsu.com 

 

 

  

https://kenpo.jp.fujitsu.com/content/files/health_promotion/employee/gynecology/2026/2026_haiguusyakennsinnnoonegai.pdf
https://kenpo.jp.fujitsu.com/content/files/health_promotion/employee/gynecology/2026/2026_haiguusyakennsinnnoonegai.pdf

